
スマートワーケーション受入環境整備助成事業の流れ
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①交付申請書を郵送、持参、メールのいずれかにより提出（R3.11.1～R3.11.30）
②事務局・県の審査を経て交付決定（R3.12月中旬予定）
③事業の完了後、実績報告書を提出（事業完了～R4.1.17）
④事務局・県の検査を経て、補助金額の確定（R4.2月上旬予定）
⑤補助金交付請求書を提出（④の通知後～2月中旬予定）
⑥補助金交付請求書が提出され次第、補助金を交付（R4.2月下旬予定）


